
●被扶養者の認定基準額
　【60歳未満】

事業所得等（農業・営業など）がある方 年額  130万円未満
給与収入（パートなど）がある方 年額  130万円未満かつ月額  108,334円未満
雇用保険受給者 日額  3,612円未満

　【60歳以上】
収入が公的年金のみの方 年額  180万円未満
事業所得等（農業・営業など）と公的年金がある方 年額  180万円未満
事業所得等（農業・営業など）のみの方 年額  130万円未満
給与収入（パートなど）と公的年金がある方 年額  180万円未満かつ月額  150,000円未満
給与収入（パートなど）のみの方 年額  130万円未満かつ月額  108,334円未満

　※給与収入には、賞与や通勤手当等の諸手当を含みます。（所得税法上の課税所得ではなく、収入金額の総額）
　※遺族年金などの非課税年金のほか、個人年金などの私的年金も含みます。

●給与収入は、原則として年額と月額により判定します
パートなど給与収入のある方は、年額と3 ヵ月間の収入で判定します。
月額が3 ヵ月連続または平均して108,334 円以上の場合は、被扶養者としての要件を欠くこと
になりますのでご注意ください。

　
●父母を認定する場合
◇父母の収入の合算額が基準となります
  （この際の認定基準額は共通経費を勘案した可処分所得とし、各々の認定基準額を合算した額の85%となります。）

　【父母がともに60歳以上】
父母が二人とも公的年金受給者 306万円未満（180万円＋180万円）×85％
父母のどちらか一人が公的年金受給者 263万5千円未満（180万円＋130万円）×85％
父母二人とも公的年金受給なし 221万円未満（130万円＋130万円）×85％

　【父母がともに60歳未満】
父母が二人ともまたはどちらか一人に収入がある 221万円未満（130万円＋130万円）×85％
父母のどちらかが障害年金受給者 263万5千円未満（180万円＋130万円）×85％

　【父母の一方が60歳以上、一方が60歳未満】
父母のどちらか一人が60歳以上の公的年金受給者 263万5千円未満（180万円＋130万円）×85％
父母のどちらか一人が60歳以上で公的年金受給なし 221万円未満（130万円＋130万円）×85％

◇扶養能力の判定
父母の収入が組合員の収入（85％を乗じた額）の2分の1未満であることが必要です。
◇世帯平均生計費
父母世帯の平均生計費が組合員世帯の平均生計費未満であることが必要です。

　
●別居の際の仕送り
仕送り額は下記金額以上で、かつ被扶養者の収入の2分の1以上でなければなりません。

　【仕送り下限額】
・認定対象者が1人 ……………………………… 毎月 5万円（年額  60万円）
・認定対象者が2人 ……………………………… 毎月 9万円（年額108万円）
・認定対象者が3人以上 ……………………………… 毎月 10万円（年額120万円）

被扶養者の主な認定要件

（年額）
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調査対象者 添付書類

18歳以上の方
平成22年度・平成23年度課税（非課税）証明書または所得証明書（2年分）
※非課税証明書の場合は、収入金額が明記されたもの。

＜平成21 年・平成22 年中の収入状況を確認します。＞

パートまたはアルバイト収入がある方
（大学、専門学校等の学生も含みます）

雇用証明書（共済組合より調査書と一緒に配付しますので、勤務先において事業主の証明を受けてくだ
さい。）

事業所得等（農業・営業など）がある方 平成21年分・平成22年分の確定申告書及び収支内訳書の写し（2年分）

年金収入がある方 本年4月以降に発行された最新の年金振込通知書（はがき）の写しまたは年金額改定通知書の写し

同居を認定要件とする方
（配偶者の父母や兄姉など）

住民票謄本
＜同居であることを確認します。＞

組合員と別居している方
（父母や学生ではない子など）

送金証明書（直近の連続する3ヵ月分）
銀行等の振込受領書、ATMの利用明細の原本など送金額、振込依頼人、受取人の氏名が確認できるもの。
※預金通帳の写しは不可とします。（口座自動引落の場合は可）

＜毎月定期的に送金し、組合員が扶養している事実を確認します。＞

組合員
（父母等を認定している方）

・給与収入のみの方→平成21年分・平成22年分の源泉徴収票の写し（2年分）
（給与所得等に係る市町村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書の写しでも可）
・事業所得等（農業・営業など）がある方→平成21年分・平成22年分の確定申告書及び収支内訳書の写し（2年分）
＜組合員の扶養能力を確認し、世帯平均生計費を算出します。また、農業収入については農業従事者へ
按分します。＞

※ 調査対象者に扶養手当が支給されている場合でも、上記の書類は提出が必要です。
※ 上記の書類のほかに共済組合が必要と判断した書類を提出していただくことがありますのでご協力をお願いします。

101
108
116
122

水戸市役所
龍ヶ崎市役所
笠間市役所
鹿嶋市役所

102
110
117
123

日立市役所
下妻市役所
取手市役所
潮来市役所

103
112
119

土浦市役所
常陸太田市役所
牛久市役所

105
114
120

石岡市役所
高萩市役所
つくば市役所

107
115
121

結城市役所
北茨城市役所
ひたちなか市役所

※組合員証記号が124～613の所属所は、来年度（平成24年度）に調査を行います。

添付書類　  お早めにご準備ください

調査対象所属所（組合員証記号が101～123の所属所）
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者
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続
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を
実
施
し
ま
す

（昨年は調査対象外だったため、今年の調査で2年分の書類を提出願うことになりますのでご協力をお願いします。）
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